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六
二
の
五

��

･

�･

��

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ビ
リ
ー

ブ
ケ
ア

青
森
市
長
島
三
丁

目
一
の
一
熊
谷
ビ

ル
二
〇
一
号

ビ
リ
ー
ブ
八
戸
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

平
成

��

･

�･

��

株
式
会
社
さ
く
ら

居
宅
支
援
事
業
所

黒
石
市
追
子
野
木

一
丁
目
七
四
の
二

株
式
会
社
さ
く
ら

居
宅
支
援
事
業
所

黒
石
市
追
子
野
木

一
丁
目
七
四
の
二

〃



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か

ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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医
療
法
人
社
団
来

蘇
圓
会

黒
石
市
あ
け
ぼ
の

町
五
二

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
ケ
ア
プ
ラ
ン

あ
け
ぼ
の

黒
石
市
あ
け
ぼ
の

町
五
二

��･

�･

��

有
限
会
社
さ
か
も

と

五
所
川
原
市
字
鎌

谷
町
五
一
九
の
五

さ
か
も
と
ケ
ア
プ

ラ
ン

五
所
川
原
市
字
鎌

谷
町
五
一
九
の
五

��･

�･

��

中
部
上
北
広
域
事

業
組
合

上
北
郡
七
戸
町
字

蛇
坂
五
五
の
八

公
立
東
北
在
宅
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー

上
北
郡
東
北
町
字

乙
供
一
二
三

��･

�･

��

社
会
福
祉
法
人
南

部
町
社
会
福
祉
協

議
会

三
戸
郡
南
部
町
大

字
平
字
広
場
二
八

の
一

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン

タ
ー
な
ん
ぶ

三
戸
郡
南
部
町
大

字
沖
田
面
字
千
刈

四
五

��･

�･

��

〃

〃

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン

タ
ー
あ
じ
さ
い

三
戸
郡
南
部
町
大

字
下
名
久
井
字
剣

吉
前
川
原
一
の
一

〃

〃

〃

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン

タ
ー
ゆ
と
り
あ

三
戸
郡
南
部
町
大

字
福
田
字
舘
先
二

五
の
一

〃

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ビ
リ
ー

ブ
ケ
ア

青
森
市
長
島
三
丁

目
一
の
一
熊
谷
ビ

ル
二
〇
一
号

ビ
リ
ー
ブ
青
森
福

祉
用
具
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

平
成

��

･

�･

��

特
定
非
営
利
活
動

法
人
在
宅
生
活

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
村
ノ
内

二
一
六
の
二

在
宅
生
活
レ
ン
タ

ル
サ
ー
ビ
ス

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
焼
山
二

六
二
の
五

�	･

�･

��

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ビ
リ
ー

ブ
ケ
ア

青
森
市
長
島
三
丁

目
一
の
一
熊
谷
ビ

ル
二
〇
一
号

ビ
リ
ー
ブ
青
森
福

祉
用
具
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

平
成

��

･

�･

��

特
定
非
営
利
活
動

法
人
在
宅
生
活

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
村
ノ
内

二
一
六
の
二

在
宅
生
活
レ
ン
タ

ル
サ
ー
ビ
ス

上
北
郡
六
ケ
所
村

大
字
泊
字
焼
山
二

六
二
の
五

�	･

�･

��

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

休

止

年
月
日



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か

ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か

ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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社
会
福
祉
法
人
弘

前
豊
徳
会

弘
前
市
大
字
大
川

字
中
桜
川
一
八
の

一
〇

居
宅
介
護
支
援
事

業
サ
ン
タ
ハ
ウ
ス

弘
前
公
園

弘
前
市
大
字
元
大

工
町
二
六

平
成

��･

�･

��

医
療
法
人
社
団
豊

仁
会

八
戸
市
石
堂
一
丁

目
一
四
の
一
四

つ
く
し
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

八
戸
市
柏
崎
一
丁

目
一
〇
の
一
〇

��･

�･

��

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ビ

リ
ー
ブ
ケ
ア

青
森
市
長
島
三
丁

目
一
の
一
熊
谷
ビ

ル
二
〇
一
号

訪
問
看
護

ビ
リ
ー
ブ
訪

問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
八

戸

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

平
成

��

･
�･
��

〃

〃

福
祉
用
具

貸
与

ビ
リ
ー
ブ
青

森
福
祉
用
具

セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

〃

訪
問
入
浴

介
護

ビ
リ
ー
ブ
八

戸
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

〃

〃

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
河
原

木
字
八
太
郎
山
一

〇
の
八
一

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

医
療
法
人
仁

泉
会
お
い
ら

せ
ク
リ
ニ
ッ

ク

十
和
田
市
大
字
奥

瀬
字
中
平
一
五
五

��

･

�･

��

〃

〃

居
宅
療
養

管
理
指
導

〃

〃

〃

〃

〃

短
期
入
所

療
養
介
護

〃

〃

〃

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ビ

リ
ー
ブ
ケ
ア

青
森
市
長
島
三
丁

目
一
の
一
熊
谷
ビ

ル
二
〇
一
号

介
護
予
防

訪
問
看
護

ビ
リ
ー
ブ
訪

問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
八

戸

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

平
成

��

･

�･

��

〃

〃

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

ビ
リ
ー
ブ
青

森
福
祉
用
具

セ
ン
タ
ー

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

ビ
リ
ー
ブ
八

戸
ケ
ア
セ
ン

タ
ー

〃

〃

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
河
原

木
字
八
太
郎
山
一

〇
の
八
一

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

医
療
法
人
仁

泉
会
お
い
ら

せ
ク
リ
ニ
ッ

ク

十
和
田
市
大
字
奥

瀬
字
中
平
一
五
五

��

･

�･

��



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か

ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か

ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か

ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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〃

〃

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

〃

〃

〃

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ビ
リ
ー

ブ
ケ
ア

青
森
市
長
島
三
丁

目
一
の
一
熊
谷
ビ

ル
二
〇
一
号

ビ
リ
ー
ブ
八
戸
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

平
成

��

･

�･
��

有
限
会
社
さ
か
も

と

五
所
川
原
市
字
鎌

谷
町
五
一
九
の
五

さ
か
も
と
ケ
ア
プ

ラ
ン

五
所
川
原
市
字
鎌

谷
町
五
一
九
の
五

��･

�･

��

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ビ
リ
ー

ブ
ケ
ア

青
森
市
長
島
三
丁

目
一
の
一
熊
谷
ビ

ル
二
〇
一
号

ビ
リ
ー
ブ
青
森
福

祉
用
具
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

平
成

��

･

�･

�	

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

株
式
会
社
ビ
リ
ー

ブ
ケ
ア

青
森
市
長
島
三
丁

目
一
の
一
熊
谷
ビ

ル
二
〇
一
号

ビ
リ
ー
ブ
青
森
福

祉
用
具
セ
ン
タ
ー

八
戸
市
類
家
四
丁

目
八
の
一

平
成

��

･

�･

�	



( )

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規

定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

六
ケ
所
村

二

事
業
の
種
類

六
ケ
所
村
屋
内
温
水
プ
ー
ル
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件

申
請
に
係
る
事
業
は
、
上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
地
内
に
屋
内
温
水
プ
ー
ル
と
太

陽
光
発
電
設
備
を
整
備
す
る
事
業

(

以
下

｢

本
件
事
業｣

と
い
う
。)

で
あ
り
、
法
第
三
条
第

三
十
二
号
に
掲
げ
る

｢

地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設｣

に
該
当
す
る

と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件

起
業
者
は
、
本
件
事
業
を
施
行
す
る
に
当
た
り
、
経
済
産
業
省
か
ら
の
交
付
金
を
受
け
る
な

ど
、
本
件
事
業
に
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
起
業
者
は
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第

二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件

�

六
ケ
所
村
で
は
、
全
村
民
が
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
み
健
康
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

平
成
四
年
に

｢

ス
ポ
ー
ツ
の
村
・
六
ケ
所｣

宣
言
が
な
さ
れ
、
平
成
十
七
年
度
に
策
定
し
た

｢

第
三
次
六
ケ
所
村
総
合
振
興
計
画｣

で
は
、

｢

誰
も
が
豊
か
に
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り｣

を
重
要
施
策
の
一
つ
に
し
、
そ
の
中
で｢

運
動
施
設
の
充
実
と
情
報
提
供
の
実
施｣

を
掲
げ
、

各
種
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。

現
在
、
同
村
に
は
、
大
石
総
合
運
動
公
園
、
平
沼
地
区
、
旧
泊
小
学
校
敷
地
内
の
三
箇
所

の
屋
外
プ
ー
ル
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
利
用
は
夏
季
に
限
定
さ
れ
、
地
域
特
有
の
ヤ
マ
セ
や

梅
雨
の
影
響
に
よ
る
低
温
の
た
め
七
月
中
旬
か
ら
八
月
下
旬
ま
で
の
極
め
て
短
期
間
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
夏
場
で
も
気
温
の
低
い
日
の
小
・
中
学
校
等
の
授
業
や
ク
ラ
ブ
活
動
、

夏
季
以
外
の
水
泳
競
技
団
体
等
の
活
動
で
は
近
隣
市
町
村
の
温
水
プ
ー
ル
を
利
用
せ
ざ
る
を

得
な
い
状
況
に
あ
り
、
屋
内
温
水
プ
ー
ル
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
住
民
か
ら
多

く
の
要
望
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

本
件
事
業
は
、
同
村
の
誰
も
が
一
年
を
通
し
て
気
軽
に
ス
ポ
ー
ツ
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

親
し
む
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
身
体
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
を
併
設
し
た
屋
内
温
水
プ
ー

ル

(

以
下

｢

本
施
設｣

と
い
う
。)

を
整
備
す
る
事
業
で
あ
る
。

ま
た
、
化
石
燃
料
に
代
わ
る
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
利
用
を
は
じ
め
と
し
て
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
需
給
構
造
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
必
要
な
状
況
で
あ
り
、
な
か
で
も
、
環
境
負
荷
が

小
さ
く
、
国
内
に
も
多
く
賦
存

(

潜
在)

す
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
拡
大
が
強
く
望
ま
れ

て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
住
民
に
対
し
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
普
及
啓
発
を
図
る
と
と
も
に
、
そ

の
利
用
を
促
進
す
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
、
本
施
設
の
熱
源
と
し
て
太
陽
光
発
電
設
備
を

導
入
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
全
村
民
の
継
続
的
な
運
動
習
慣
の
確
立
、
体
力
の
増
強
及
び

健
康
づ
く
り
の
た
め
の
情
報
提
供
の
役
割
を
担
う
拠
点
を
築
く
こ
と
が
で
き
、
公
共
の
利
益

は
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
る
周
辺
の
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
件
事
業
は
環

境
影
響
評
価
法

(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

及
び
青
森
県
環
境
影
響
評
価
条
例

(

平
成

十
一
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
五
十
六
号)

に
基
づ
く
環
境
影
響
評
価
の
対
象
と
な
る
よ
う

な
大
規
模
で
環
境
へ
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
事
業
で
は
な
い
こ
と
、
起
業
地
は
文
化

財
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

に
よ
る
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
に
該
当
し

な
い
こ
と
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律

(

平
成
四
年

法
律
第
七
十
五
号)

に
よ
る
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
動
植
物
の
存
在
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量

し
た
結
果
、
本
件
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
が
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ

る
。

�

起
業
者
は
、
起
業
地
を
選
定
に
す
る
に
当
た
っ
て
、
本
件
事
業
に
必
要
な
面
積
を
確
保
で

き
る
こ
と
、
建
物
建
設
が
容
易
な
土
地
で
あ
り
、
敷
地
造
成
、
進
入
等
が
容
易
な
場
所
で
あ

る
こ
と
、
交
通
条
件
が
優
れ
て
い
る
こ
と
、
騒
音
・
振
動
が
少
な
い
等
プ
ー
ル
と
し
て
の
周

辺
環
境
に
優
れ
経
済
的
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
、
同
村
大
字
尾
駮
字
野
附
地
内
に
候
補
地
と

し
て
三
案
を
選
定
し
て
い
る
。

第
一
案
は
、
現
況
は
畑
地
で
あ
り
、
支
障
物
件
は
な
い
。
敷
地
は
、
前
面
道
路
と
ほ
ぼ
等

高
で
あ
る
が
、
東
側
に
向
か
っ
て
敷
地
が
低
く
な
っ
て
お
り
、
前
面
道
路
方
向
へ
の
雨
水
排

水
を
行
う
た
め
に
盛
土
工
事
が
必
要
と
な
る
。
交
通
条
件
と
し
て
は
、
前
面
道
路
は
歩
道
の

整
備
さ
れ
て
い
る
村
道
で
は
あ
る
も
の
の
幹
線
道
路
で
は
な
い
た
め
、
利
便
性
が
劣
る
。
ま

た
、
総
合
医
療
福
祉
施
設
か
ら
約
四
百
メ
ー
ト
ル
離
れ
て
お
り
、
リ
ハ
ビ
リ
を
目
的
と
し
た

利
用
者
の
利
便
性
も
劣
る
。
用
地
費
及
び
補
償
費
等
を
含
め
た
総
事
業
費(

以
下｢

事
業
費｣

と
い
う
。)

は
、
三
案
中
最
も
経
済
的
に
劣
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

第
二
案
は
、
現
況
は
山
林
で
あ
り
、
支
障
物
件
と
し
て
立
木
が
あ
る
。
敷
地
は
、
前
面
道

路
と
の
高
低
差
が
あ
る
た
め
大
規
模
な
盛
土
工
事
が
必
要
と
な
り
、
造
成
に
期
間
及
び
費
用

が
か
か
る
。
交
通
条
件
と
し
て
は
、
前
面
道
路
は
歩
道
の
整
備
さ
れ
て
い
る
村
道
で
は
あ
る

も
の
の
幹
線
道
路
で
は
な
い
た
め
、
利
便
性
は
劣
る
が
、
総
合
医
療
福
祉
施
設
に
隣
接
し
て

い
る
こ
と
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
を
目
的
と
し
た
利
用
者
の
利
便
性
は
優
れ
て
い
る
。
一
部
村
有
地

が
あ
る
た
め
用
地
費
及
び
補
償
費
は
三
案
中
最
も
安
価
で
あ
る
が
、
盛
土
工
事
が
か
さ
む
こ

と
に
よ
り
工
事
費
は
三
案
中
最
も
高
額
と
な
り
、
事
業
費
は
三
案
中
中
位
で
あ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

第
三
案
は
、
現
況
は
山
林
及
び
雑
種
地
で
あ
り
、
支
障
物
件
と
し
て
家
屋
一
棟
、
小
屋
二

棟
及
び
立
木
が
あ
る
。
敷
地
は
、
高
低
差
が
あ
る
た
め
、
造
成
工
事
が
必
要
と
な
る
が
、
敷

地
内
の
切
土
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
造
成
費
は
安
価
と
な
る
。
交
通
条
件
と
し
て
は
、
前
面

道
路
は
村
を
南
北
に
繋
ぐ
国
道
と
県
道
を
結
ぶ
幹
線
道
路
で
あ
り
利
便
性
に
優
れ
て
い
る
。

ま
た
、
総
合
医
療
福
祉
施
設
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
を
目
的
と
し
た
利
用
者

の
利
便
性
も
優
れ
て
い
る
。
一
部
村
有
地
が
あ
る
も
の
の
用
地
費
及
び
補
償
費
が
三
案
中
最

も
高
額
と
な
る
が
、
工
事
費
は
三
案
中
最
も
安
価
と
な
る
た
め
事
業
費
は
三
案
中
最
も
経
済

的
に
優
れ
、
利
便
性
も
優
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
起
業
者
に
よ
る
検
討
の
結
果
、
起
業
地
と
し
て
選
定
さ
れ
た
第
三
案

は
、
三
案
中
機
能
的
及
び
経
済
的
に
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

�

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め

ら
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
小
・
中
学
校
等
の
水
泳
授
業
の
実
施
、
隣
接
地
に
建
設
中
の
総

合
医
療
福
祉
施
設
と
連
携
し
た
リ
ハ
ビ
リ
等
の
実
施
、
県
内
及
び
郡
内
の
水
泳
大
会
誘
致
・
村

内
水
泳
大
会
等
の
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
が
可
能
と
な
り
、
住
民
の
運
動
習
慣
の
確
立
、
健
康
増
進

及
び
医
療
福
祉
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
本
件
事
業
を

施
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
整
備
に
必
要
な
最
小
限
の
範
囲
で
あ
り
、
一
時
的

利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
在
し
な
い
た
め
、
使
用
の
手
段
に
は
な
じ
ま
な
い
こ
と
か
ら
、
収

用
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
は
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

六
ケ
所
村
役
場

社
会
教
育
課

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
戸
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
六
年
四
月
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

五
戸
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

五
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

五
戸
町
公
共
下
水
道)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
七
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地
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( )

１

収
用
の
部
分

な
し

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可(

平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日
青
森
県
告
示
第
四
十
九
号)

の
事
業
地
の
う
ち
、
五
戸
町
字
正
場
沢
、
字
下
タ
ノ
沢
頭
、
字
土
井
頭
、
字
新
蔵
長
根
に
お
い

て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
青
森
県

収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
富
岡
八
四
の
一

株
式
会
社
青
森
畜
産
公
社

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
富
岡
八
四
の
一

日
本
フ
ー
ド
パ
ッ
カ
ー
津
軽
株
式
会
社

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
二
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
富
岡
八
四
の
一
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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